
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

三

五

号

外
務
省
在
外
職
員
の
平
成
十
八
年
度
住
居
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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外
務
省
在
外
職
員
の
平
成
十
八
年
度
住
居
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
四
月
七
日
に
答
弁

書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
外
務
省
が
正
当
な
事
由
な
く
答
弁

を
拒
否
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
項
目
が
あ
る
の
で
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
外
務
省
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
現
在
、
外
務
省
在
外
職
員
の
内
、
住
居
手
当
を

受
給
し
て
い
る
職
員
の
人
数
に
つ
い
て
、
「
お
尋
ね
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
調
査
を
要
す
る
た
め
、
外
務
省
と
し
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
口
実
で
答
弁
を
差
し
控
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
外
務
省
が
所
持
す
る
直
近
の
デ
ー

タ
に
お
け
る
、
外
務
省
在
外
職
員
の
内
、
住
居
手
当
を
受
給
し
て
い
る
職
員
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

平
成
十
七
年
十
月
十
八
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
〇
号
）
に
お
い
て
、
外
務
省
は
平
成
十
七
年
九
月
一
日
現

在
の
外
務
省
在
外
職
員
の
内
、
住
居
手
当
を
受
給
し
て
い
る
職
員
の
人
数
に
つ
い
て
、
「
平
成
十
七
年
九
月
一
日
現
在
に
お

け
る
外
務
省
在
外
職
員
（
以
下
「
在
外
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
三
千
百
三
十
九
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
住
居
手
当
が
支

給
さ
れ
て
い
る
者
の
数
は
二
千
八
百
十
三
人
で
あ
る
。
」
と
明
確
に
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省

が
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
釈
明
を
求
め
る
。

一



右
質
問
す
る
。

二


